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農
林
水
産
省

平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

国
土
交
通
省

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

農
林
水
産
省

平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
号
（
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

国
土
交
通
省

改

正

案

現

行

第
一
（
略
）

第
一
（
略
）

第
二

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

第
二

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
（
略
）

４

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
（
略
）

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

効
率
化
に
つ
い
て
（
略
）

効
率
化
に
つ
い
て
（
略
）

(2)

(2)

①
（
略
）

①
（
略
）

②

輸
配
送
の
共
同
化

②

輸
配
送
の
共
同
化

輸
配
送
の
共
同
化
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
輸
配
送
に
つ
い
て
共
同
化
す

輸
配
送
の
共
同
化
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
輸
配
送
に
つ
い
て
共
同
化
す

る
取
組
の
み
な
ら
ず
、
幹
線
輸
送
部
分
又
は
都
市
内
で
の
集
配
部
分
を
共

る
取
組
の
み
な
ら
ず
、
幹
線
輸
送
部
分
の
み
を
共
同
で
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
し

同
で
輸
配
送
す
る
ケ
ー
ス
や
、
交
通
混
雑
の
激
し
い
一
定
区
域
内
や
貨
物

、
都
市
内
で
の
集
配
は
各
社
が
個
別
に
行
う
と
い
う
ケ
ー
ス
や
、
交
通
混

量
が
少
な
い
曜
日
や
夜
間
帯
に
各
社
持
ち
回
り
で
共
同
配
送
す
る
ケ
ー
ス

雑
の
激
し
い
一
定
区
域
内
や
貨
物
量
が
少
な
い
曜
日
や
夜
間
帯
に
各
社
持

も
考
え
ら
れ
る
。

ち
回
り
で
共
同
配
送
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。

③
～
⑨
（
略
）

③
～
⑨
（
略
）

５

貨
物
流
通
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と
の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実

施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
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空
港
等
の
物
流
拠
点
周
辺
や
都
市
部
な
ど
物
流
が
輻
輳
し
た
地
域
に
お
い
て

は
、
当
該
地
域
の
関
係
者
間
の
共
通
ル
ー
ル
の
不
存
在
や
情
報
の
偏
在
等
に
よ

り
、
荷
さ
ば
き
ト
ラ
ッ
ク
や
待
機
ト
レ
ー
ラ
ー
に
よ
る
道
路
混
雑
が
発
生
し
て

お
り
、
そ
の
結
果
、
物
流
の
効
率
化
を
著
し
く
阻
害
し
て
い
る
事
例
が
見
受
け

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
物
流
に
関
す
る
問
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に

は
、
地
域
の
物
流
に
関
わ
る
多
様
な
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
、
輸
送
ル
ー
ト

の
集
約
、
輸
配
送
の
共
同
化
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
取
組
を
行
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

貨
物
流
通
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と
の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実

施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
に
お
け
る
物
流
の

総
合
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
事
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
公
共
団

体
、
貨
物
流
通
事
業
者
、
荷
主
企
業
等
の
地
域
の
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
協

議
会
で
の
合
意
に
基
づ
き
、
複
数
の
貨
物
流
通
事
業
者
の
流
通
業
務
を
一
体
的

に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
各
貨
物
流
通
事
業
者
の
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率

化
を
図
る
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、

協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
の
物
流
に
関
わ
る
関
係
者
が
活
発
な
意
見
を
交
わ
し

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
連
携
し
、
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。例

え
ば
、
商
店
街
に
お
け
る
貨
物
の
集
荷
又
は
配
送
に
つ
い
て
、
協
議
会
で

策
定
さ
れ
た
配
送
時
間
帯
等
の
共
通
ル
ー
ル
に
基
づ
き
実
施
す
る
共
同
輸
配
送

事
業
は
、
当
該
地
域
に
流
入
す
る
ト
ラ
ッ
ク
台
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
加
え

、
地
域
の
物
流
に
関
わ
る
関
係
者
が
連
携
し
て
、
渋
滞
対
策
、
駐
車
対
策
等
に

取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
や
環
境
負
荷
の
低
減
等
を
図
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

６

特
定
流
通
業
務
施
設

５

特
定
流
通
業
務
施
設

特
定
流
通
業
務
施
設
の
内
容

特
定
流
通
業
務
施
設
の
内
容

(1)

(1)
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流
通
業
務
施
設
で
あ
っ
て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等

流
通
業
務
施
設
で
あ
っ
て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等

、
鉄
道
の
貨
物
駅
、
港
湾
、
漁
港
、
空
港
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
を
結
節
す

、
鉄
道
の
貨
物
駅
、
港
湾
、
漁
港
、
空
港
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
を
結
節
す

る
機
能
を
有
す
る
社
会
資
本
等
の
近
傍
に
立
地
し
、
物
資
の
仕
分
け
及
び
搬

る
機
能
を
有
す
る
社
会
資
本
等
の
近
傍
に
立
地
し
、
物
資
の
仕
分
け
及
び
搬

送
の
自
動
化
等
荷
さ
ば
き
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
設
備
、
物
資
の
受
注
及

送
の
自
動
化
等
荷
さ
ば
き
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
設
備
、
物
資
の
受
注
及

び
発
注
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
並
び
に
流
通
加
工
の

び
発
注
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
並
び
に
流
通
加
工
の

用
に
供
す
る
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
倉
庫
業
の
用
に
供

用
に
供
す
る
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
倉
庫
業
の
用
に
供

す
る
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
倉
庫
業
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省

す
る
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
倉
庫
業
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
流
通
業

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
流
通
業

務
施
設
は
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
に
併
せ
て
新
規
に
整
備
す

務
施
設
は
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
に
併
せ
て
新
規
に
整
備
す

る
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
既
存
の
流
通
業
務
施
設
を
活
用
す
る
も
の
で

る
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
既
存
の
流
通
業
務
施
設
を
活
用
す
る
も
の
で

あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。

あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
な
お
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
基
準
の
詳
細
は
、
法

ま
た
、
協
議
会
で
の
合
意
に
基
づ
き
貨
物
流
通
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と

第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
ら
れ
る
。

の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実
施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業

に
使
用
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
活
動
は
一
般
的
に
商
店
街
等

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
速
自
動
車
国
道
の
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
等
、
鉄
道
の
貨
物
駅
、
港
湾
、
漁
港
、
空
港
等
の
社
会
資
本
の

み
な
ら
ず
、
多
数
の
物
資
が
集
積
・
消
費
さ
れ
る
商
店
街
の
近
傍
に
立
地
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
基
準
の
詳
細
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
三

号
の
主
務
省
令
で
定
め
ら
れ
る
。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

７

環
境
負
荷
の
評
価
（
略
）

６

環
境
負
荷
の
評
価
（
略
）

８

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
期
間
（
略
）

７

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
期
間
（
略
）

第
三
～
第
六
（
略
）

第
三
～
第
六
（
略
）


